
第���号議案

島根県手数料条例の一部を改正する条例

島根県手数料条例（平成��年島根県条例第�号）の一部を次のように改正す

る。

別表��の�の項第�号ア�中「この項」を「この号から第�号まで」に改め、

同号ア�ａ中「この号から第�号まで」を「この項」に改め、同項第�号中「こ

の項」を「この号」に改め、同項第	号及び第
号を次のように改める。

―��―

� 法第��条第�項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画（以下この

号から第�号までにおいて「計画」とい

う。）の認定（以下この号及び第�号に

おいて「計画の認定」という。）を受け

ようとする者

ア 申請建築物（法第��条第項に規定

する申請建築物をいう。以下この号に

おいて同じ。）について計画の認定を

受ける場合

ア� 計画の認定を受けようとする建築

物が非住宅建築物（省令第�条第�

項第�号に規定する非住宅建築物を

いう。以下この号、次号及び第�号

において同じ。）、共同住宅等（共

同住宅、長屋その他の一戸建ての住

宅以外の住宅で非住宅部分（法第��

条第�項に規定する非住宅部分をい

非住宅建築物

又は複合建築

物（非住宅部

分に限って計

画の認定を受

けようとする

場 合 に 限

る。）にあっ



―��―

う。以下この号、次号及び第�号に

おいて同じ。）を有しないものをい

う。以下この号、次号及び第�号に

おいて同じ。）又は複合建築物（省

令第�条第�項第�号に規定する複

合建築物をいう。以下この号、次号

及び第�号において同じ。）である

場合

てはａ又はｂ

に規定する手

数料の額、共

同住宅等又は

複合建築物

（住戸の部分

に限って計画

の認定を受け

ようとする場

合に限る。）

にあってはｃ

に規定する手

数料の額、複

合建築物（非

住宅部分に

限って計画の

認定を受けよ

うとする場合

及び住戸の部

分に限って計

画の認定を受

けようとする

場 合 を 除

く。）にあっ

てはａ又はｂ

及びｃに規定

する区分に応



―��―

じ、それぞれ

当該手数料を

合算した額

ａ 当該建築物の非住宅部分につい

て省令第��条第�号イ�及び同号

ロ�の基準（次号において「誘導

標準入力法等基準」という。）を

用いて評価を行う場合

� 非住宅部分の床面積の合計が

���平方メートル未満のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証

（法第�	条第

�項の登録建

築物エネル

ギー消費性能

判定機関（第


号において

「登録建築物

エネルギー消

費性能判定機

関 」 と い

う。）が作成

した法第��条

第�項各号

（法第��条第

�項において

準用する場合



―��―

を含む。）に

掲げる基準に

適合している

ことを示す書

類をいう。以

下この号及び

次号において

同じ。）の提

出がある場合

にあっては、

������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

���平方メートル以上�����平方

メートル未満のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �	����

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上�����平

方メートル未満のもの

��
����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上������

	������円

（非住宅誘導



―��―

平方メートル未満のもの 基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上������

平方メートル未満のもの

	�
����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �
�����

円）

ｂ 当該建築物の非住宅部分につい

て省令第��条第�号イ�及び同号

ロ�の基準（次号において「誘導

モデル建物法基準」という。）を

用いて評価を行う場合

� 非住宅部分の床面積の合計が

���平方メートル未満のもの

�����円（非

住宅誘導基準

適合証の提出



―��―

がある場合に

あっては、

������円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

���平方メートル以上�����平方

メートル未満のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上	����平

方メートル未満のもの

��
����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

	����平方メートル以上������

平方メートル未満のもの

�

����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上�	����

平方メートル未満のもの

�	�����円

（非住宅誘導

基準適合証の



―��―

提出がある場

合にあって

は 、 �������

円）

� 非住宅部分の床面積の合計が

������平方メートル以上のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �	�����

円）

ｃ 当該建築物の住宅部分（法第��

条第
項に規定する住宅部分をい

う。第�号において同じ。）（住

戸の部分に限って計画の認定を受

けようとする場合にあっては、住

戸の部分。以下この号及び次号に

おいて同じ。）について評価を行

う場合

� 住宅部分の床面積の合計が

���平方メートル未満のもの

�����円（住

宅誘導基準適

合証等（住宅

の品質確保の

促進等に関す

る法律第�条

第
項に規定

する登録住宅



―��―

性能評価機関

（第�号にお

いて「登録住

宅性能評価機

関 」 と い

う。）が作成

した法第��条

第�項各号

（法第��条第

�項において

準用する場合

を含む。）に

掲げる基準に

適合している

ことを示す書

類又は知事の

定めるその他

の図書をい

う。以下この

号及び次号に

お い て 同

じ。）の提出

がある場合に

あっては、

��	���円）

� 住宅部分の床面積の合計が

���平方メートル以上
	���平方

���	���円

（住宅誘導基



―��―

メートル未満のもの 準適合証等の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上�����平

方メートル未満のもの

�	�����円

（住宅誘導基

準適合証等の

提出がある場

合にあって

は 、 
�����

円）

� 住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上のもの

�������円

（住宅誘導基

準適合証等の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

イ� 計画の認定を受けようとする建築

物が一戸建ての住宅（非住宅部分を

有しないものに限る。以下この号、

次号及び第号において同じ。）の

場合

ａ 床面積の合計が���平方メート

ル未満のもの

�
����円（住

宅誘導基準適

合証等の提出



―��―

がある場合に

あっては、

�����円）

ｂ 床面積の合計が���平方メート

ル以上のもの

������円（住

宅誘導基準適

合証等の提出

がある場合に

あっては、

�����円）

イ 他の建築物（法第�	条第
項に規定

する他の建築物をいう。以下この号に

おいて同じ。）に係る事項を計画に記

載する場合

当該計画に係

る申請建築物

及び他の建築

物一棟ごと

に、アのア�又

はイ�に規定す

る区分に応じ

当該区分に定

める額を、当

該計画に係る

全ての建築物

について合算

した額

� 法第��条第�項の規定に基づく計画の

変更の認定（以下この号及び次号におい

て「計画の変更の認定」という。）を受

けようとする者

ア 計画に記載されている建築物につい 当該変更する



―��―

て変更する場合（ウの場合を除く。） 建築物一棟ご

とに、ア�又は

イ�に規定する

区分に応じ当

該区分に定め

る額を、当該

変更する全て

の建築物につ

いて合算した

額

ア� 当該変更する建築物が非住宅建築

物、共同住宅等又は複合建築物であ

る場合

非住宅建築物

又は複合建築

物（非住宅部

分に限って計

画の変更の認

定を受けよう

とする場合に

限る。）に

あってはａ又

はｂに規定す

る手数料の

額、共同住宅

等又は複合建

築物（住戸の

部分に限って

計画の変更の

認定を受けよ



―��―

うとする場合

に限る。）に

あってはｃに

規定する手数

料の額、複合

建築物（非住

宅部分に限っ

て計画の変更

の認定を受け

ようとする場

合及び住戸の

部分に限って

計画の変更の

認定を受けよ

うとする場合

を除く。）に

あってはａ又

はｂ及びｃに

規定する区分

に応じ、それ

ぞれ当該手数

料を合算した

額

ａ 当該建築物の非住宅部分につい

て誘導標準入力法等基準を用いて

評価を行う場合

� 非住宅部分の計画の変更に係 �������円



―��―

る部分（床面積の増加に係る部

分を除く。）の床面積の�分の

�の面積と当該計画の変更に係

る部分の面積のうち床面積の増

加に係る部分の床面積との合計

（以下この号において「計画の

変更に係る部分の床面積の合

計」という。）が���平方メー

トル未満のもの

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が���平

方メートル以上	����平方メー

トル未満のもの

�
�����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 	�����

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が	����

平方メートル以上
����平方

メートル未満のもの


�����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が
����

平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

�	�����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場



―��―

合にあって

は 、 �������

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が������

平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

��	����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ��
����

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が������

平方メートル以上のもの

�
�����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �	�����

円）

ｂ 当該建築物の非住宅部分につい

て誘導モデル建物法基準を用いて

評価を行う場合

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が
��平

方メートル未満のもの

������円（非

住宅誘導基準

適合証の提出

がある場合に

あっては、

������円）

� 非住宅部分の計画の変更に係 �������円



―��―

る部分の床面積の合計が���平

方メートル以上�����平方メー

トル未満のもの

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が�����

平方メートル以上�����平方

メートル未満のもの

��	����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 
�����

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が�����

平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

�		����円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �������

円）

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が������

平方メートル以上������平方

メートル未満のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �������

円）



―��―

� 非住宅部分の計画の変更に係

る部分の床面積の合計が������

平方メートル以上のもの

�������円

（非住宅誘導

基準適合証の

提出がある場

合にあって

は 、 �������

円）

ｃ 当該建築物の住宅部分について

評価を行う場合

� 住宅部分の計画の変更に係る

部分の床面積の合計が	��平方

メートル未満のもの


�����円（住

宅誘導基準適

合証等の提出

がある場合に

あっては、

������円）

� 住宅部分の計画の変更に係る

部分の床面積の合計が	��平方

メートル以上�����平方メート

ル未満のもの

�������円

（住宅誘導基

準適合証等の

提出がある場

合にあって

は 、 ������

円）

� 住宅部分の計画の変更に係る

部分の床面積の合計が�����平

方メートル以上�����平方メー

トル未満のもの

��	����円

（住宅誘導基

準適合証等の

提出がある場

合にあって



―��―

は 、 ������

円）

� 住宅部分の計画の変更に係る

部分の床面積の合計が�����平

方メートル以上のもの

�������円

（住宅誘導基

準適合証等の

提出がある場

合にあって

は 、 		����

円）

イ� 当該変更する建築物が一戸建ての

住宅の場合

ａ 計画の変更に係る床面積の合計

が���平方メートル未満のもの


	����円（住

宅誘導基準適

合証等の提出

がある場合に

あっては、

�����円）

ｂ 計画の変更に係る床面積の合計

が���平方メートル以上のもの


�����円（住

宅誘導基準適

合証等の提出

がある場合に

あっては、

�����円）

イ 計画に記載されている建築物以外の

建築物を計画に追加する場合（ウの場

合を除く。）

当該追加する

建築物一棟ご

とに、�のア

のア�又はイ�に



別表��の�の項第�号ア�及び�中「この項」を「この号」に改める。

附 則

この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正す

る法律（令和元年法律第�号）附則第�条本文の政令で定める日又はこの条例の

公布の日のいずれか遅い日から施行する。

―��―

規定する区分

に応じ当該区

分に定める額

を、当該追加

する全ての建

築物について

合算した額

ウ 計画に記載されている建築物につい

て変更し、かつ、計画に記載されてい

る建築物以外の建築物を計画に追加す

る場合

当該変更する

全ての建築物

についてアの

規定により算

出した額及び

当該追加する

全ての建築物

についてイの

規定により算

出した額を合

算した額


